
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２２年１１月２５日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０門第１２８号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１月２２日 １１時００分ごろ 

発生場所 山口県山口市秋穂
あいお

港 秋穂港浦防波堤灯台から真方位１７７°８００ｍ付

近（概位 北緯３４°００.０′ 東経１３１°２５.０′） 

事故等調査の経過  平成２２年８月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第十八日好
ひよし

丸、１９トン 

   ２８２－１２８７２山口、株式会社山口産業 

Ｂ グラブ船兼起重機台船 第八日之出
ひ の で

丸、約５７５トン 

   なし、株式会社山口産業 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 両舷機のプロペラ翼及びプロペラガード曲損 

Ｂ なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか４人が乗り組み、Ｂ船を押して、秋穂港内を約５ノッ

トの対地速力で東進中、平成２２年１月２２日１１時００分ごろ、Ａ船が

工事現場の捨石に乗り揚げた。 

気象・海象  

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波 なし、潮汐 上げ潮の末期 

その他の事項  本事故発生場所付近は、秋穂港内の高潮対策護岸工事現場で、護岸の基

礎となる捨石が投入されていた。 

 船長は、何回も護岸工事に携わり、捨石が投入されていることを知って

いた。 

 Ａ船は、船首約１.０ｍ、船尾約２.０ｍ、Ｂ船は、船首尾とも約１.５ｍ

の喫水であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、Ｂ船を押して秋穂港内を東進中、船長

Ａが、工事現場の水深が浅くなっていることを失

念し、工事現場に接近した可能性があると考えら

れる。 

原因  本事故は、Ａ船が、Ｂ船を押して秋穂港内を東進中、船長Ａが工事現場

の水深が浅くなっていることを失念していたため、工事現場に接近し、Ａ

船が捨石に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




